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年金相談のご案内（完全予約制）　☆予約締切　開設日の３日前　☆開設日時　４月15日㈭10：00～16：00
☆相談場所　江差町役場　☆お問い合わせ　日本年金機構函館年金事務所（ 0138-82-8001） 10102010年４月号
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平成２２年度の国民年金保険料は　１５, １００円です
国民年金保険料の納付は ｢口座振替｣ が で ！

安心…自動引落しで納め忘れの心配なし！
便利…金融機関などに行く手間と時間が省ける！
簡単…１度の手続きで大丈夫！手数料もかかりません！
お得…早割・前納を利用して最大 3,800 円の割引！

※原則として、初めて口座振替を申し込まれた方の初回は、
前月分（割引なし）と当月分（50円割引）の２ヶ月分の
保険料を引落しとさせていただきます。その後は当月分
（50円割引）の１ヶ月分の引落しとなります。

保険料を当月末の口座振替【早割】にすると
１ヶ月の保険料額15,100円が15,050円に！ 

６ヶ月分の口座振替による前納はもっとお得！
90,600円が89,570円となり1,030円のお得！
※ 10～３月分については、平成22年８月31日までに
　手続きしてください。

　経済的な理由などで国民年金保険料を納めることが困難な場合には、本人の申請手続きによって保険料
の納付が免除または猶予される制度があります。対象となるのは次の３種類です。

①免除（全額免除・一部納付）申請
　本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場
合に申請手続きをすることにより、保険料の納付が全
額免除または半額納付などの一部納付となります。

②若年者納付猶予申請
　３０歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以
下の場合に申請をすることにより、保険料の納付が猶予
されます。

③学生納付特例申請
　学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合に申請することにより、保険料の納付が猶予されます。

　保険料を未納のまま放置すると、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を受け取ることができない場合
があります。
　必ず保険料を納めるか、納めることが難しい方は①～③の申請をしましょう。
●お問い合わせ
　日本年金機構函館年金事務所（函館市千代台町 26-3）☎ 0138-82-8000
　役場 住民課 税務保険グループ　　


